
大阪の子どもを守るネット対策事業実施要綱 

 

１ 事業目的 

  スマートフォンなど多機能なインターネット接続端末の急速な普及に伴い、青少年がインタ

ーネットを通じた犯罪・トラブル・いじめ等に巻き込まれる事例が後を絶たないことから、青

少年が適切にインターネットを利用できるようフィルタリングの更なる普及啓発に努めるとと

もに、青少年のネット・リテラシー向上に向けた取組みを充実させる。 

 

２ 実行委員会の設置 

  本事業を実施するにあたり、取組体制を整備するため、次に掲げる関係機関を構成員とする

実行委員会を設置する。 

（１）大阪府政策企画部青少年・地域安全室青少年課 

（２）兵庫県立大学 竹内和雄准教授 

（３）大阪府教育庁小中学校課、地域教育振興課、高等学校課及び私学課 

（４）大阪市教育委員会事務局指導部 

（５）堺市教育委員会事務局学校教育部  

（６）大阪府ＰＴＡ協議会 

（７）大阪市ＰＴＡ協議会 

（８）堺市ＰＴＡ協議会 

（９）大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会 

（10）大阪市立高等学校ＰＴＡ協議会 

（11）大阪府警察本部生活安全部少年課 

（12）大阪府警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 

（13）青少年育成大阪府民会議 

（14）株式会社 NTTドコモ関西支社  

（15）KDDI株式会社関西総支社 

（16）ソフトバンク株式会社 

（17）デジタルアーツ株式会社 

（18）株式会社ディー・エヌ・エー 

（19）グリー株式会社 

（20）総務省近畿総合通信局 

（21）大阪市こども青少年局企画部青少年課 

（22）大阪府消費生活センター  

 

３ 座長 

 本事業の座長は、年度当初の実行委員会で選任することとする。 

 

４ 事業内容  

 本事業の内容は次に掲げるとおりとする。 

（１）OSAKAスマホサミットの実施 

    府内の青少年を対象に、スマホの利用実態等を調査するためのアンケートを実施す

る。また、スマホを介した被害防止やフィルタリング普及・啓発、ネットトラブル防止



等について青少年目線で考えるワーキンググループを結成し、ワークショップを通じて

対応策について議論し、その結果を OSAKAスマホサミットにて発表する。 

 

（２）スマホ・SNSのトラブルから青少年を守るための講師派遣の実施 

教職員や保護者等の大人を対象に、青少年のネットトラブル事例とその回避策につい

ての研修会へ講師を派遣する。また、ネット利用の低年齢化に対応するため、児童・生

徒を対象にした学校での授業等へ大学生講師を派遣する。 

 

（３）事業報告書＆事例・教材集（ＤＶＤ付き）の作成・配付 

     本事業を効果的に府域全域に広げるため、事業報告と併せて、事業の成果品や取組手

法、各学校の実践事例及び指導教材と指導手引書等をＤＶＤ付きの報告書にとりまと

め、府内の全ての小中高校・支援学校等に配付する。  

 

５ 経費 

  本事業の経費は、文部科学省「有害環境から子供を守るための推進体制の構築委託要項」及

び委託契約書に基づいて執行する。 

 

６ 事務局 

  本事業の事務局は、大阪府政策企画部青少年・地域安全室青少年課内におく。 

 

７ その他 

  この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に必要な事項は、事務局と座長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年５月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月１９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月１９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月２４日より施行する。 

 


